
印 

捨印 

車 庫 証 明 業 務 委 任 状 

 

受 任 者 事務所所在地 福岡県朝倉市堤１０２１番地１ 

事 務 所 名 釜堀行政書士事務所 

                 （車庫証明センター福岡） 

   氏    名 行政書士 釜 堀 里 奈 

  登 録 番 号 第１４４００８３３号 

 

私は、上記の行政書士を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

1. 自動車保管場所証明申請書（届出書）及び保管場所標章交付申請書の書類作成および手続き

に関する一切の件 

2. 自動車保管場所にかかる証明書、保管場所標章（通知書を含む）の受領に関する一切の件 

3. 自動車保管場所にかかる自認書の作成に関する一切の件 

4. 自動車保管場所にかかる使用承諾書の交付申請及びその受領に関する一切の件 

5. 復代理人選任に関する一切の件 

6. 上記に付帯関連する一切の件 

以上 

 

年     月     日 

委 任 者 住 所  

             氏名又 

             は名称 

             電 話 

 

 

（注１）行政書士にあっては行政書士証票（申請書等の提出を行う者が代理する行政書士又は行

政書士法人の補助者である場合は、補助者票）を申請書等を提出する際、提示すること。 

（注２）代理人が行政書士である場合は、行政書士登録番号を記載すること。 

（注３）行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する

ことを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。 


